
小型ポンプの部　

第6分団第7班
（柏熊）

指揮者：髙山知久

1 番員：多田強志

2 番員：加藤拓也

3 番員：八木大介

補助員：八木政徳

ポンプ車の部　

第1分遣所
（本三倉）

指揮者：鈴木正人

1 番員：越川佑介

2 番員：鈴木貴大

3 番員：石井悠一郎

4 番員：越川崇

補助員：宇井稔二

浄化槽は定期的な清掃や
保守点検が必要です！

屋外広告物の設置には
許可が必要です！

　浄化槽は微生物を利用して汚水を“きれいな水”に
します。そのため、浄化槽清掃を怠ると浄化槽の機
能が低下し、汚水が処理されな
いまま流れてしまいます。公共
水域の水質保全や悪臭防止のた
めにも、1年に1回以上の浄化
槽清掃をお願いします。
　また、清掃は東総衛生組合の
許可を受けた下記の業者に依頼
してください。

　私たちの身の回りにある看板などの屋外広告物は、さまざ
まな情報を提供して町に活気や賑わい、楽しみを与えてくれ
ます。その反面、ルールを守らない広告物は、町並みや自然
の美しさを損ねる大きな要因となるだけでなく、思わぬ事故
を招き人々に危害を及ぼす恐れもあります。
　「千葉県屋外広告物条例」に基づき、広告板などを表示する
場合は原則として町の許可と審査を受けなければなりません。
※審査には、手数料がかかります。
※許可後は、更新申請も必要になります。

お問合せ●
　生活環境課環境係☎ 76-5406
　東総衛生組合旭クリーンパーク☎ 62-0794 お問合せ●都市計画課都市計画係☎ 76-5408

㈱トーソーエンバイテック…☎ 72-4231
㈱旭住宅………………………☎ 63-8150
㈲光クリーンセンター………☎ 84-2244
㈲ユート・アメニティ………☎ 84-3270
㈲いしげ水質管理センター…☎ 63-2282
㈱加藤設備……………………☎ 63-8277
㈱五十嵐商会海匝営業所……☎ 84-1119
旭衛生センター㈱……………☎ 63-9551
㈲銚子浄化槽管理センター…☎ 73-3840

清掃許可業者 看板（壁面看板、屋上看板、立看板）、
はり紙、はり札、ポスター、のぼり旗、
電柱、自動車（バス等）を利用する
広告物など

屋外広告物ってなに？　

手続きは、どうするの？

香取支部ポンプ操法大会

フェスティバル2017＆ネットワーク会議
千葉 共 セ県 同 ン男 参 タ女 画 ー

第6分団第7班（柏熊）　指揮者：髙山知久

第1分遣所（本三倉）　指揮者：鈴木正人

　6 月 24 日、栗源消防訓練場を会場に、平成 29 年度香取支部ポンプ操法大会が開催されました。多古町か

らは小型ポンプの部で第 6 分団第 7 班（柏熊）、ポンプ車の部で第 1 分遣所（本三倉）が出場し、両班とも

に見事に優良賞を受賞しました。また、第 1 分遣所（本三倉）の 1 番員を務めた越川佑介さん、3 番員の石

井悠一郎さんが個人賞として最優秀 1 番員、3 番員をそれぞれ受賞しました。

　大会の練習は少しつらかったですが、もう1度してもいいかなとも思っています。
この練習を通じて団員同士のまとまりを感じることができ、このチームワークをこ
れからも大切にしていきたいです。結果には満足していないですが、同じ分団の他
班の団員に練習をサポートしてもらい、感謝の気持ちでいっぱいです。

　大会本番の緊張からか、普段の練習と比べ動きが硬かったように思います。仕事
が終わってからの練習は結構疲れましたが、結果として優良賞を取ることができ、
個人賞も 2 名取れたので、良かったのかなと思っています。この大会の練習で感
じた規律の大切さを、これからの消防活動や仕事などに生かしていきたいです。

　講演会や多彩なワークショップなど、楽しみながら身近な男女共同参画について考えるイベントを行いますので、
お気軽にお越しください。

お問合せ●千葉県男女共同参画センター（月曜日を除く）
　　　　　☎ 043-252-8036　　FAX 043-252-8037　　{ kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

日時● 8 月 6 日（日）　
　　　午前 10 時〜午後 4 時 30 分
場所●千葉県青少年女性会館
　　　（千葉市稲毛区天台 6-5-2）
※ 千葉モノレール・スポーツセンター駅から徒歩 4 分
定員● 300 人（申込先着順）
申込方法●  FAX またはメールに郵便番号、住所、氏名、

性別、電話番号を記入の上、お申し込みく
ださい。電話での申し込みも可能です。

内容● 【講演会】
　　　天気の達人！天達流 「知って得する！天気のお話」

　　　【ワークショップ】
　　　 音楽・ヨガ・茶道など 6 つの講座、

ネットワーク会議、展示・直売など

講　師 天
あま

達
たつ

 武
たけ

史
し

 氏（気象予報士）

① 町へ事前に相談  （担当：都市計画課都市計画係）

② 町へ「許可申請書」を提出  （※審査）

③ 町から「許可書」を交付

④ 屋外広告物の施工・表示
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